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組 織 ･ 会 則

岡山実験動物研究会役員

会長 猪 貴義 (岡山大 ･農 ･教授 )

常務理事 永井 庸 (岡山大 ･歯 ･教授)

倉林 譲 (岡山大 ･医 ･助教授 )

鳥海 徹 (岡山大 ･農 ･教授 )

小林靖夫 (岡山大 ･理 ･教授)

田坂賢二 (岡山大 ･薬 ･教授)

小野謙二 (岡山大 ･教育 ･教授)

矢部芳郎 (岡山大 ･医 ･教授)

山根仁文 (岡山大 ･教養 ･教授)

三谷恵 一 (岡山大 .文 ･教授)

山下貢司 (川 崎医大 ･教授 )

栗本雅司 (林原生物化学研究所 .

所長)

沖垣 達 (垂井医学研究所 ･副

所長 )

中江利孝 (岡山大 ･農 ･教授 )

高橋正作 (ノー トルダム清心女子

大 ･教授 )
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〔編集後記〕

第 3号の岡山実験動物研究会報の編集 を終 るに

あた り,可及的内容の異る多方面の御研究のエキ

スパー トの方々か らの御寄稿 をお願いし, よ り充

実 した内容の会報 となるよう心がけた｡会員各位

のそれぞれの実践の場でお役に立つ ことを念願 し

ている (猪記)0

〔事務局移転のお知 らせ〕

岡山実験動物研究会発足以来,本会の事務局は

岡山大学歯学部 口腔解剖学第 1講座の永井頃教授

(本会常務理事 )にお願いし, 多大なる御苦労 を

おかけ致 しましたが,昭和59年11月22日の本会の

緊急理事会にて, 岡山大学医学部附属動物実験施

設に事務局 を移転す ることが予め決定致 しました｡

更に第 6回岡山実験動物研究会 (於岡山大学医学

那)の際開催 され ました総会にてお計 r‖卸承認 を

得 ましたので,御存知の会員の皆様が 多いと思い

ます｡

さて, これか らの本会に関わる種々な事務的な

問題点をは じめ とし, その他本会に関わる事柄一

切 を下記へお申し付下 されば,理事会にてお計 り

し,会員各位の御意向を反映 し本会の発展に微力

なが ら尽 くして行 きたい と思ってお りますので,

会員各位の御協力を切 にお願い申し上げます｡

(倉林記)

岡山市鹿田町 2-5-1 (〒700)
岡山大学医学部附属動物実験施設内

TEL.0862-23-7151
内線2756(倉林)･2051(横田)

〔会費納入のお願 い〕

早速のお願いですが,昭和60年度 (昭和60年 1

月 1日～12月31日までの会計年度)か ら年会費 と

して 1,000円を徴収す ることにな りましたので,

本会報内にあります払込通知票にて郵便 局か らお振

込み下 さいます ようお願い申し上げます ｡ なお,

これか らの本会研究会の受付にて もお受け致 しま

すので,その際にお支払い戴いて も結構です｡

(倉林記)
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岡 山実験 動 物研 究会 会 則

第 1条 本会は岡山実験動物研究会 と称する｡

第 2条 本会は主 として岡山県内において実験動

物 ･動物実験に関心 をもつ人々によって組織 さ

れた団体である｡

第3条 本会は実験動物 ･動物実験についての知

識の交流 をはか り,あわせてこれら領域の進展

に寄与することを目的 とする｡

第4条 本会は前条の 目的を達成するために,汰

の事業を行なう｡

1.講演会

2.研究発表会

3.広報の発行

4.その他必要 と認め られる事業

第5条 本会の会員は正会員,賛助会員 とする｡

1.正会員は本含p)目的に賛同 して,所定の入

会申込書 を提出した個人とする｡

2.賛助会員は本会の 目的に賛同し,理事会の

承認 を経て所定の入会申込書 を提出した個人

または団体 とする｡

第6条 本会に次の役員 をお く｡

会 長 1名

常務理事 若干名

理 事 10名以内

監 事 2名

評 議 員 若干名

1.会長ならびに常務理事は理事の互選により

これを定め る｡ 理事は正会員の互選により選

出された者 とする｡ 監事は理事会が選出する｡

2.会長は本会 を代表 し,会務 を統轄する｡

必要に応 じ常務理事会及び理事会 を招集する｡

会長に事故あるときは,常務理事及び理事の

互選により1名 を選び,会長の職務 を代行す

る｡

3.常務理事は会長 を補佐 し,庶務 ,会計,港

外,集会,広報などの実務 を担当する｡

4.理事は本会の会務 を審議 し,議決する｡

5.監事は本会の会計 を監査す る｡

6.評議員は理事会が選出 し,会長がこれを委

嘱する｡ 評議員は会長の諮問をうけ,重要事

項 を審議す る｡

第 7条 本会の役員の任期は 2年 とし,再選は妨

げない｡

第 8条 本会の緯費は会費,寄件金,その他の収

入をもってこれにあてる｡ 会計年度は暦年度 と

し,会費は別に定め る｡

第9条 本会の運営はこの会則によるが,会則の

変更は理事会の議決 を経て,総会の承認 をうけ

ることとする｡

第10条 本会 に事務局 を置 く｡

本会則は昭和58年 4月30日か ら施行する｡

入 会 申 込

私は本会の目的に賛同し

岡山実験動物研究会会長殿

正 会 員

賛助会員

書

として入会いたします｡

昭和 年 月 日

個人名叉は団体名
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